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資料１－１ 

地域医療構想における再検証が必要な医療機関の公表について 

 

【概要】 

先般、厚生労働省は、地域医療構想調整会議における地域の現状や将来像を踏まえた議論を

活性化させるため、公立・公的医療機関等の役割について、現状で把握可能な診療実績データ

等を用いて分析した結果を取りまとめ、具体的対応方針の再検証を求める医療機関を公表した。 

今後、この結果を参考としつつ、地域医療構想調整会議において地域の実情に関する知見を

補いながら現時点の状況も踏まえ、結論を得るよう求めるもの。 

 

【公表された医療機関】 

医療機関名 対象とさ

れた理由 

検証の方向性 

独立行政法人国立病院機構 

松江医療センター 

Ａ、Ｂ 呼吸器、神経系に特化した医療機関。 

独立行政法人地域医療機能

推進機構 玉造病院 

Ａ、Ｂ 整形に特化した医療機関。 

 

出雲市立総合医療センター Ｂ  圏域全体で役割を整理済み 

津和野共存病院 Ａ  Ｈ29 年度に休床であった 49 床は既にＨ30 年度

に老健へ転換済み。 

Ａ 診療実績が特に少ない 

９領域(がん、心疾患、脳卒中、救急、小児、周産期、災害、へき地、研修・派遣機能)の

診療実績。 

Ｂ 類似かつ近接 

６領域（がん・心疾患・脳卒中・救急・小児・周産期）について、医療圏域内に、一定数

以上の診療実績を有する医療機関が 2つ以上有り、かつ、お互いの所在地が近接しているこ

と。 

 

【再検証の内容】 

① 2025年を見据えた構想区域において担うべき医療機関としての役割。 

② 2025年に持つべき医療機能別の病床数。(高度急性期、急性期、回復期、慢性期) 

 

【再検証のスケジュール】 

○再編統合（ダウンサイジングや機能の分化・連携・集約化、機能転換・連携等を含む）を伴

わない場合については 2020年 3月末までに結論を得ること。 

○それ以外は 2020年 9月末までに結論を得ること。 

 

【県の対応】 

○今回、国が取りまとめた結果は、一律の基準を基に分析したもので現状を全て反映したもの

ではない。また、趣旨・目的等の十分な説明もなく医療機関名が公表され、地方に不安や混乱

を招いたことについて、全国知事会として申し入れを行ったところ。 

今後、分析結果は参考としつつ、地域の実情を十分踏まえ、必要な医療提供体制が維持できる

よう議論を進めていく。 

令 和 元 年 11 月 19 日 

島根県健康福祉部医療政策課 



資料 １－２

1



2



3



4



5



6



7



8



9



10



11



12



資料 １－３

1



2



3



4



5



6



資料 １－４









資料２－１ 

 

 

 

 

 

※非公開 

 

 

 

 

 

 











資料３－２ 

 

 

 

 

 

※非公開 

 

 

 

 

 
 



1 

 

資料３－３ 

雲南圏域医師確保計画について 

１ はじめに 

・平成 30年度、雲南圏域では病院事務長会議や市町の首長や病院長及び医師会長から地域医

療検討会議を開催し、国からの情報をもとに、医師確保計画についての勉強会や意見交換を

実施 

・令和元年度に入り、国から発出された「医師確保計画策定ガイドライン」を踏まえるとと

もに、昨年度の当圏域での各種会議の意見交換を参考に骨子案を作成 

・今後、県から示される素案等に基づき、骨子案の構成等の変更や文章化をしていくが、雲

南圏域では雲南地域医療対策会議医療部会で検討 

 

２ 医師確保計画を通じた医師偏在対策の必要性と方向性 

・医師の偏在は長きにわたり課題として認識され、地域枠の創設等医師数の増加を図ってき

たが、依然、地域や診療科といったミクロ領域で医師不足の状況 

・早急に実効的な医師偏在対策を講ずるため、2018年医療法及び医師法が改正 

・今後、医師数の多寡状況を統一的・客観的に把握するための「ものさし」として「医師偏

在指標」を導入し、医師少数区域・医師多数区域等を設定し、医師少数区域等における医師

確保を集中的に検討 

・3年ごと（最初の計画は 4年ごと）に医師確保計画の実施・達成を積み重ね、2036年まで

に医師偏在是正を図ることを長期目標に策定 

 

３ 医師確保計画の留意事項 

・2次医療圏における病床の機能分化・連携の方針である地域医療構想に留意 

・医師の労働時間の短縮等医師の働き方改革の推進のためには、雲南圏域の医療提供体制全

体として医師確保を行うことが重要 

・地域における医療提供体制整備にあたっては、大学との連携体制が不可欠 

 

４ 医師確保、医師不足の現状と課題 

（１）医師確保 

・雲南圏域は医師少数区域に該当しており、慢性的に医師不足が課題となっている。 

・また、医師の高齢化、後継者不足の課題があり、今後、さらに医師不足が顕著になること

が危惧されている。 

・市町、医療機関が連携して島大地域枠入学者の確保、医学生の研修等を実施している。 

・地域の医療ニーズに対応できる総合的な診療能力を有し、プライマリ・ケアを実践できる

医師の養成が求められている。 
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（２）産科 

・圏域内に分娩施設は２施設あり、年間１２０件程度の分娩を取り扱っている。 

・各施設に所属する医師は１名ずつの体制であり、医師に多くの負担がかかっている。 

・分娩を取り扱う病院において、医師２名以上の体制を確保できるよう、分娩体制のあり方

を検討する必要がある。 

 

（３）小児科 

・雲南圏域で勤務する小児科医は病院医師２名、診療所医師１名の計３名であり、国が示し

た小児科医師偏在指標では少数区域に該当している。今後、少数区域解消のためには医師の

増員が必要である。 

・小児科医が不足している状況もあり、小児科のある二次救急医療機関への休日・夜間の受

診が増加し、入院を要する救急患者の対応に支障をきたしている状況もある。 

 

５ 医師偏在指標 

別添 

 

６ 医師確保の方針 

・医師少数区域である雲南圏域は、医師の地域偏在や診療科偏在、高齢化等の課題が顕著で

あることから、これに対応するために必要な意思を確保していく。 

 

７ 目標医師数 

別添 

 

８ 目標医師数を達成するための施策 

（１）キャリア形成プログラムの運用 

ア キャリア形成プログラム受入の体制整備 

・基幹型臨床研修病院の指定や総合診療医等専門医取得のための指導体制等、キャリア形成

プログラムを雲南圏域で実施できるような体制整備 

 

イ 雲南圏域に派遣される医師の能力開発・向上の機会の確保 

・指導医の確保 

・雲南圏域に根ざしたコース設定と魅力あるプログラムの実施 

・各病院共同の技術習得のための研修の実施 

・対象者が希望する研修の受講支援 

・多職種連携や地域マネジメント、保健指導等についてのスキルを身につける機会の確保 

 

 



3 

 

ウ キャリア形成プログラム対象者の納得感の向上と主体的なキャリア形成のための支援 

・医学部生段階から地域医療や職業選択について考える機会を対象者に提供し、適切なコー

スやプログラムの選択支援 

・対象者からのキャリア形成相談窓口の設置 

・対象者個々人のニーズに応じたオーダーメイドのプログラムの実施 

・他圏域から雲南圏域に通勤する医師が働きやすいような勤務体系への配慮 

・地域住民との交流等地域の環境に適応できるような配慮の実施 

 

（２）医師派遣調整に向けての体制整備 

・医師多数区域の医療機関は医師少数区域へキャリア形成プログラム適用外医師派遣等につ

いても努力し、派遣先医療機関はキャリア形成プログラムと整合性をとることとされている

ことから、指導医クラス医師の受入環境の整備が必要 

・病床機能の分化と連携を一層進め、派遣が必要な診療科と医師数の絞り込み 

・一方で高度急性期・急性期患者紹介率の向上等も側面的な体制整備として必要 

・非常勤医師による病院の巡回診療等効率的な活用の体制整備 

 

（３）医師の働き方改革を踏まえた医師確保対策と連携した勤務環境改善支援 

・特定行為に係わる看護師の確保や医療事務作業補助者の確保 

・初療時の予診、検査手順の説明や入院の説明、薬の説明や服薬の指導、静脈採血・静脈注

射、尿道カテーテル等の留置、診断書等の代行入力等タスクシフティングの推進 

・医師から看護師へタスクシフティングが推進できるよう、看護師からタスクシフティング

を促すための看護助手の確保 

・短時間勤務等の多様な働き方の推進、宿日直・時間外勤務の調整、宿日直業務のための環

境整備、出産・育児期の弾力的な勤務、出産・育児期の自己研鑽のためのｅ-ラーニングの推

進、キャリアパスの可視化、病児保育等保育サービスの充実等女性医師等に対する支援 

・宿日直業務への応援態勢を確保し、当直明けの勤務負担の緩和 

・複数主治医制の導入 

・勤務医師の休養や研修等参加の際の代務医師の確保の連携体制の構築と費用負担のルール

化 

・医師が健康を確保しながら働くことができるよう福利厚生の充実 

 

（４）地域医療介護総合確保基金の活用 

・必要に応じ地域医療介護総合確保基金を活用 

 

（５）その他 

・地元出身の医師の養成を目的とした中高生を対象とする医療セミナーの開催 

・地域医療を担う医師を増やすことを目的とした医学部生を対象とする地域医療実習の受入 

・地域枠医学生、雲南圏域における就業に一定の関心を持つ医学部生や若手医師が情報共有
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や意見交換を行うことのできるプラットフォームの整備 

・広く医師を確保するための若手医師向けのイベントや研修プログラム等を実施 

・全国に向けてソーシャル・ネットワーク・サービス（SNS）等を活用して発信 

・個別医師のキャリア等が可視化された全国データベースの活用 

 

※長期的施策（地域枠・地元出身者枠の設定や選抜方式等）は県全体で記載予定 

（６）産科・小児科における偏在対策基準医師数を踏まえた施策 

１）周産期医療・小児医療の提供体制等の見直し 

・周産期医療・小児医療の提供体制を効率化するための集約化・重点化 

・妊産婦健診や長期療養児等フォロー等集約された病院から他病院への支援 

・病院の集約化・重点化により医療機関までのアクセス時間が増大する住民への支援 

・容態の急変等に備えて病院間の情報共有の推進と救急搬送体制の整備 

・小児科以外の医師による小児のプライマリケアや休日・夜間診療への参画支援 

・小児の在宅医療に係る多職種連携の推進 

 

２）産科・小児科における医師の派遣調整 

・１）に掲げる対策を行った上での県による産科・小児科における医師派遣調整 

 

３）産科医師及び小児科医師の勤務環境を改善するための施策 

・女性医師にも対応した勤務環境改善等の支援 

・予防接種等のタスクシェアと院内助産等のタスクシフトの推進 

・タスクシェアやタスクシフトを受けることができる医療従事者の確保 

・チーム医療の推進、交代勤務制（日夜勤制）の導入、連続勤務の制限等勤務環境の改善 

・時短勤務・時差出勤等の柔軟な勤務体制の整備 

・院内保育・病児保育施設・学童施設やベビーシッターの充実。 

 

４）産科医師及び小児科医師の養成数を増やすための施策 

・医学生に対する積極的な情報提供により関係構築し、診療科選択への動機付け 

・産科医師及び小児科医師が専門的な技術・知識を獲得し、適切な臨床経験を積むことがで

きるようなキャリア形成プログラムの設定 

・診療科枠の制限をかけた医学生に対する修学資金貸与 

・指導医に対する支援 
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資料４－１ 

外来医療に係わる医療提供体制の確保に関する事項（外来医療計画）について 

１ はじめに 

・外来医療については、 

 －外来医療を担う無床診療所の開設状況は都市部に集中、さらに診療科の専門分化 

 －圏域内の無床診療所医師は高齢化や継承者不足 

・新たに開業する医療関係者等が自主的な経営判断に当たって有益な情報を可視化すること

で、個々の医師の行動変容を促し、偏在是正につなげる 

・医療機器の効率的な利用を促し、無床診療所におけるプライマリケアの定着化 

・在宅医療の後方支援体制を構築し、地域包括ケアシステムへの参画促進 

 

２ 外来医師偏在指標と外来医師多数区域の設定※ 

・雲南圏域は外来医師多数区区域からはずれる見込み 

 

※今後、新規開業が多数区域に集中しないよう設定されるもので、外来医師多数区域で新規

開業にあたって該当地域の不足する機能を担わせるような仕組み等を本計画に盛り込むこと

とされている 

３ 外来医療提供体制の確保の取組 

・各種 HPの活用等外来医療提供体制の広い情報発信 

・市町の地方創生の取組と連携した取組の推進 

・新規開業に間接的に関わる機会がある金融機関、医薬品・医療機器卸売業者等へ外来医療

提供体制の情報提供 

・新規開業者への休日診療への協力、在宅医療の提供、産業医・学校医・予防接種等公衆衛

生活動への協力の働きかけ 

・病院による在宅医療への支援体制の構築 

・在宅医療も含めた病院の外来機能の維持・充実 

 

４ 医療機器の効率的な活用 

・医療機器の配置状況に関する情報提供 

・共同利用方針の策定 
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参考資料３











2019年3月

厚労省「医師の働き方改革に関する検討会」報告書

6月

文科省 大学病院の雇用実態調査の結果公表

6～7月

厚労省 医師からの業務移管（タスクシフト）に関するヒアリング

7月

・厚労省 宿日直許可基準、医師の研鑽の通知発出

・厚労省 「医師の働き方改革の推進に関する検討会」開始

・社会保障審議会・医療部会

応召義務の解釈に関する厚労科研の結果報告

・厚労省

「副業・兼業の場合の労働時間管理の在り方に関する検討会」報告書

10月

厚労省 「医師の働き方改革を進めるためのタスク・シフト／シェアの推進に関する検討会」開始

2019年3月以降の動き


